
 

協議第１９号 

   

 

町名、字名の取扱いについて 
    

 

 

 

町名、字名の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

 

 

 

平成１５年６月２６日提出 

 

八日市市・永源寺町・五個荘町・ 

愛東町・湖東町合併検討協議会 

会 長   中 村  功 一 

 

 

記 
 

 

  

１．八日市市における「町」及び「丁目」、永源寺町・五個荘町・愛東町・

湖東町における「大字」の区域は、従前のとおりとする。 

 ２．八日市市における「町名」及び「丁目名」は、原則として新市の「町名」

及び「丁目名」とする。 

３．永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町における「大字名」は、原則とし

て「大字」を削除し、現在の名称に「町」をつけ新市の「町名」とする。 

４．八日市市外町と愛東町大字外については、区分できるよう調整するもの

とする。 

 



担当部会名：総務部会

○ 「町名」「字名」は、現行のとおりとした場合の例 ○ ひたちなか市（平成６年１１月１日合併）

　合併前の表示 　合併後の表示例

八日市市　青葉町△番□号 → ○○市　青葉町△番□号

八日市市　沖野一丁目△番□号 → ○○市　沖野一丁目△番□号 ○ あきる野市（平成７年９月１１日合併）

神崎郡　永源寺町 大字相谷△番地 → ○○市　相谷町△番地

○ 篠山市（平成１１年４月１日合併）

神崎郡　五個荘町 大字石川△番地 → ○○市　石川町△番地

愛知郡　愛東町　大字青山△番地 → ○○市　青山町△番地

○ 西東京市（平成１３年１月２１日合併）
愛知郡　湖東町　大字池庄△番地 → ○○市　池庄町△番地

○ さいたま市（平成1３年５月1日合併）

○ さぬき市（平成14年4月1日合併）

○

　合併前の表示 　合併後の表示例

八日市市　外町△番地 → ○○市　□□外町　△番地

○○市　外□□町　△番地

愛知郡　愛東町　大字外△番地 → ○○市　◇◇外町　△番地

○○市　外◇◇町　△番地
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字の区域は従前のとおりとする。
町、字の名称は、津田町・大川町・寒川町は「大川郡」を「さぬき市」に置き換え、志度町は原則として「大
川郡志度町大字」を「さぬき市」に置き換え、長尾町は、原則として「大川郡長尾町」を「さぬき市」　但し、
字名「西」・「東」・「名」については、それぞれ「長尾西」・「長尾東」・「長尾名」に変更）に置き換える。また、
「多和」については「大川郡長尾町多和字」を「さぬき市多和」に置き換える。

２市町の町、字の名称及び区域は従前のとおりとする。

篠山町・西紀町・丹南町の大字については従前のとおりとし、今田町については従前の大字の前に今田
町をつけた大字とする。

資　　　料　　　１

　先進地事例

　町名・字名の取扱い 協 定 項 目 Ｎ ｏ ．

2市の町名は原則として現行のとおりとする。ただし、同一町名の本町については田無市の本町を田無
町に、保谷市の本町を保谷町に変更し、また、ひばりが丘団地については、ひばりが丘三丁目に統合す
る。

町、字名は、原則として現行のとおりとする。ただし、同一の町、字名については、地域住民の意向を尊
重し、調整するものとする。

２市の町・字名は原則として現行のとおりとする。ただし、同一又は類似の町・字名については、２市の長
が別に協議して定めるものとする。

協 議 事 項

　例外として、現行の「町名」「字名」が難読・難解であり、上記の例により変
更した場合でも混乱するような名称は、当該地域の特色や実情を鑑み別の
名称に変更することが考えられる。

同一の町、字名については区分できるよう調整した場合

　名称変更の具体的な表示方法



担当部会名：総務部会

【大字の数　２３】 【大字の数　２５】 【大字の数　２３】 【大字の数　３０】

　青葉町 （あおばちょう） 　建部北町 （たけべきたちょう） 　大字相谷 （あいだに） 　大字石川 （いしかわ）　 　大字青山 （あおやま）　 　大字池庄 (いけしょう)　
  池田町 （いけだちょう） 　建部堺町 （たけべさかいちょう）　大字池之脇 （いけのわき） 　大字石塚 （いしづか） 　大字池之尻 （いけのしり） 　大字今在家 (いまざいけ)
  市辺町 （いちのべちょう） 　建部下野町 （たけべしものちょう）　大字石谷 （いしだに） 　大字石馬寺 （いしばじ） 　大字市ヶ原 （いちがはら） 　大字大沢 (おおざわ）
　今崎町 （いまさきちょう）   建部日吉町 （たけべひよしちょう） 　大字市原野 （いちはらの） 　大字伊野部 （いのべ） 　大字妹 （いもと） 　大字大清水 (おおしゅうず)
  今代町 （いまだいちょう） 　建部南町 （たけべみなみちょう）　大字一式 （いっしき） 　大字奥 （おく） 　大字上中野 （うえなかの） 　大字長 (おさ）
　今堀町 （いまぼりちょう）   寺町 （てらちょう） 　大字茨川 （いばらかわ） 　大字小幡 （おばた） 　大字梅林 （うめばやし） 　大字�園 (ぎおん)
  瓜生津町 （うりうづちょう）　   土器町 （どきちょう）　　 　大字上二俣 （かみふたまた） 　大字河曲 （かまがり） 　大字大萩 （おおはぎ） 　大字北清水 (きたしゅうず)
  大森町 （おおもりちょう） 　大字萱尾 （かやお） 　大字川並 （かわなみ） 　大字大林 （おおばやし） 　大字北花沢 (きたはなざわ)
  岡田町 （おかだちょう） 　中野町 （なかのちょう） 　大字君ヶ畑 （きみがはた） 　大字北町屋 （きたまちや） 　大字小倉 （おぐら） 　大字北菩提寺 (きたぼだいじ)
　沖野一丁目 （おきのいっちょうめ）  中羽田町 （なかはねだちょう） 　大字黄和田 （きわだ） 　大字木流 （きながせ） 　大字上岸本 （かみぎしもと） 　大字小池 (こいけ)
　沖野二丁目 （おきのにちょうめ）　   中小路町 （なこおじちょう） 　大字九居瀬 （くいぜ） 　大字五位田 （ごいで） 　大字下中野 （しもなかの） 　大字小田苅 (こたかり)
  沖野三丁目 （おきのさんちょうめ）　西中野町 （にしなかのちょう） 　大字甲津畑 （こうずはた） 　大字金堂 （こんどう） 　大字曽根 （そね） 　大字小八木 (こやぎ)
　沖野四丁目 （おきのよんちょうめ）   糠塚町 （ぬかづかちょう） 　大字佐目 （さめ） 　大字七里 （しちり） 　大字園 （その） 　大字下一色 (しもいしき)
　沖野五丁目 （おきのごちょうめ）   布引台一丁目（ぬのびきだいいっちょうめ）　 　大字新出 （しんで） 　大字清水鼻 （しみずはな） 　大字大覚寺 （だいかくじ） 　大字下岸本 (しもぎしもと)
　小脇町 （おわきちょう）   布引台二丁目（ぬのびきだいにちょうめ）  　大字高木 （たかぎ） 　大字下日吉 （しもびよし） 　大字下里 (しもざと)
  柏木町 （かしわぎちょう）   野口町 （のぐちちょう） 　大字高野 （たかの） 　大字新堂 （しんどう） 　大字中戸 （なかと） 　大字清水中 (しゅうずなか)
　春日町 （かすがちょう）　 　野々宮町 （ののみやちょう） 　大字蓼畑 （たてはた） 　大字竜田 （たつた） 　大字�江 （なまずえ） 　大字勝堂 (しょうどう)
　金屋一丁目 （かなやいっちょうめ）  野村町 （のむらちょう）　 　大字蛭谷 （ひるたに） 　大字塚本 （つかもと） 　大字百済寺乙 （ひゃくさいじおつ）   大字僧坊 (そうぼう）
　金屋二丁目 （かなやにちょうめ）   浜野町 （はまのちょう） 　大字政所 （まんどころ） 　大字中 （なか）   大字百済寺甲 （ひゃくさいじこう） 　大字中一色 (なかいしき)　
　金屋三丁目 （かなやさんちょうめ）  林田町 （はやしだちょう） 　大字箕川 （みのがわ） 　大字平阪 （ひらさか） 　大字百済寺丁 （ひゃくさいじてい） 　大字中岸本 (なかぎしもと)
  上大森町 （かみおおもりちょう）   東今崎町 （ひがしいまさきちょう） 　大字山上 （やまかみ） 　大字三俣 （みつまた）   大字百済寺丙 （ひゃくさいじへい） 　大字中里 (なかざと)
  上之町 （かみのちょう）   東沖野一丁目（ひがしおきのいっちょうめ) 　大字杠葉尾 （ゆずりお）   大字宮荘 （みやしょう）   大字百済寺戊 （ひゃくさいじぼう） 　大字西菩提寺 (にしぼだいじ)
  上羽田町 （かみはねだちょう） 　東沖野二丁目（ひがしおきのにちょうめ）　大字和南 （わなみ） 　大字簗瀬 （やなぜ）   大字平尾 （ひらお） 　大字平松 (ひらまつ)
  上平木町 （かみひらぎちょう） 　東沖野三丁目（ひがしおきのさんちょうめ）   大字山本 （やまもと） 　大字平柳 (ひらやなぎ)
  川合寺町 （かわいでらちょう） 　東沖野四丁目（ひがしおきのよんちょうめ） 　大字和田 （わだ） 　大字南清水 (みなみしゅうず)
　小今町 （こいまちょう） 　東沖野五丁目（ひがしおきのごちょうめ） 　大字南花沢 (みなみはなざわ)
  五智町 （ごちちょう）　   東中野町 （ひがしなかのちょう） 　大字南菩提寺 (みなみぼだいじ）
　幸町 （さいわいちょう）   東浜町 （ひがしはまちょう）   大字湯屋 (ゆや)
　栄町 （さかえまち）   東本町 （ひがしほんまち）　 　大字横溝 (よこみぞ)
  尻無町 （しなしちょう）   ひばり丘町 （ひばりおかちょう） 　大字読合堂 (よみあいどう)
  芝原町 （しばはらちょう）　   平田町 （ひらたちょう）
  柴原南町 （しばはらみなみちょう）   布施町 （ふせちょう）
　清水一丁目 （しみずいっちょうめ）　札の辻一丁目（ふだのつじいっちょうめ）

　清水二丁目 （しみずにちょうめ） 　札の辻二丁目（ふだのつじにちょうめ）

　清水三丁目 （しみずさんちょうめ）  蛇溝町 （へびみぞちょう）
  下羽田町 （しもはねだちょう） 　本町 （ほんまち）
  下二俣町 （しもふたまたちょう）　松尾町 （まつおちょう）
　昭和町 （しょうわちょう）   御園町 （みそのちょう）
  神田町 （じんでんちょう） 　三津屋町 （みつやちょう）
　聖徳町 （せいとくちょう） 　緑町 （みどりまち）
  聖和町 （せいわちょう）   妙法寺町 （みょうほうじちょう）
　建部上中町 （たけべかみなかちょう） 　八日市町 （ようかいちちょう）
  建部瓦屋寺町（たけべかわらやじちょう）

　外町              （とのちょう）

　大字外       　    （との）

【町名および丁目の数　８５】

八日市市

協　　議　　事　　項   町名・字名の取扱い

資　　　料　　　２

愛東町

11　協 定 項 目 Ｎ ｏ ．

1　　　　　　　　　　市　　　　　　　　　　　４　　　　　　　　　　　町　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　状　　　　　　　　　　　況

永源寺町 五個荘町 湖東町



担当部会名：総務部会

○

○

○

○

○

○ ○

○

[町名・字名の取扱い]   「町若しくは字の区域若しくはその名称を変更」することのうち「町若しくは字の名称を変更」する。とは、
町または字の区域を変更すと同時にその名称を変更する場合も含むのであって、単に従前の町または
字の名称を変更する場合に限られない。市町村の区域内の町若しくは字の区域若しくはその名称を変更
しようとする場合、当該市町村が指定都市（２５２条の１９第１項）以外の市である場合において、その町
若しくは字の名称中に「何市何区何町何丁目」のように「区」の文字を使用することは出来ない。
( 昭和２６年１１月２８日地自行発３９５号）
　

協 定 項 目 Ｎ ｏ ．

関　　　　係　　　　法　　　　令　　　　等
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資　　　料　　　３

協 議 事 項 　町名・字名の取扱い

  なお、本条の「字」には、いわゆる字のみならず「大字」、「小字」も含むと解されている。市町村の区域
内の一定の区域を「町」というときがあるが、「字」と同様に考えてよい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和２３年８月９日自発５１９号）

 市町村合併の際に、町(字)の区域の設定、若しくは廃止、又は、町(字）の区域若しくは名称
の変更を使用とする場合は、地方自治法第２６０条の規定に基づき、市町村長が当該市町
村議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出ることが必要である。
　事前に、合併関係市町村の間で町名・字名の取扱いを協議しておくことが適当であるが、
町、字の区域や名称については、地域の歴史や文化がしみ込んだ、住民にとっても愛着が
深い場合があり、合併しても従来どおり存続させるケースが多い。
　
　手続きは、「市町村長の提案」→「市町村議会の議決」→「知事への届出」→「知事の告示」
→「効力の発生」となり、この処分は新市で行うべきものであることから、合併の日施行を考
えれば、合併の日付で行い、新市の初議会で専決処分の承認を求めることとなる。
【但し、町・字の名称変更の手続きは、合併前に当該区域の属する関係町村の議会で議決を
経て、知事に届け出ることも可能である。】

  本条において、「町若しくは字の区域をあらたに画」する。とは、新しい区画を設ける場合だけでなく、新
たな町名または字名をつける場合も含む。町村合併により設置された町または村において１項の規定に
より、新たに一部の地域を除き大字の区域を画することもできる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  （昭和３０年１２月６日自丁行発１８４号）

　字の区域及び名称を変更する場合、その区域の居住者又は、土地所有者の承諾が必要か？
　承諾を得る必要はない。
　字の区域や名称を変更する場合、自治法上、居住者又は土地所有者の承諾を必要とする明文の規定
はない。また、字は行政区画であり、所定の法的手続きにより設置、変更又は廃止されることになってい
るので、これらのものについて字の区域及び名称を変更されないということになっているので、これらのも
のについて字の区域及び名称を変更されないという権利が、一般的に保障されているとは考えられな
い。
　したがって、事実上の問題として、事前に居住者や土地所有者の意向を打診して、区域や名称の変更
決定を反映させるため協議することはともかく、法的には、これらの者の承諾を得なければならないもの
ではない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市町村境界変更等事務の手引H８．４ 熊本県総務部地方課）

　常用漢字でない字体の取り扱い
　市町村名及び市町村内の町名又は字名の字体が常用漢字（当用漢字）字体表にない従来の字体であ
る場合、常用漢字(当用漢字）字体表の字体を用いて書き表すことについては、地方公共団体及び町又
は字の名称の変更に該当されないものとされている。
　そして、不動産登記その他法令に基づく手続き等を行うにあたり、その名称を常用漢字(当用漢字）字
体表の字体によって書き表しても法令上有効なものと認められることになっている。
　 したがって、登記上これを直す手続きをとらなくても実務上差し支えないと思われるが、あえて登記簿
を直す必要がある場合には、法務局と相談すること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （昭和３３年４月２１日付け行政局長通知）

  本条の定める字区域の変更等の議案は、市町村長のみが提出することができる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和２２年９月１２日山形県総務部地方課宛回答）

[市町村区域内の町又は字の区域]

　地方自治法第２６０条
第１項　政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区
  域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名
　称を変更しようとするときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定
　め、都道府県知事に届け出なければならない。
第２項　前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告
　示しなければならない。
第３項　第１項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項
　の規定による告示によりその効力を生ずる。

  本条は、市町村の区域内の町・字の区域の新設・廃止または町・字の区域・名称の変更に関する規定
である。
   町または字は市町村の区画単位であり、その地理的名称を地名というが、地名は町または字の単な
る地域特定のための名称にすぎないとしても、その地域とは全く無関係につけられたものでなく、当該地
域の地理的特色、社会経済的特色、生活様式などをもとにして付けられたものであり、歴史的・文化的意
義を有するのも少なくなく、その地域の住民感情が地名と深く結びついている場合が多い。また、市町村
の支所、出張所、学区等は町または字を単位または基準としていることも少なくない。したがって、町や
字は住民の日常生活に、直接・間接影響を及ぼす場合が多い。

  市町村の廃置分合および境界変更の際、字の区域および名称を変更しないで旧町村の字の区域およ
び名称とする場合には本条の手続きを要しない。
                                                    　　　　　　　　　　 　（昭和３０年３月３０日自丁振発３０号）


